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福岡市営駐車場の料金の変更について 

 
 
１ 変更理由 

  消費税法及び地方税法の一部改正に伴う平成 26 年４月１日からの消費税率及び

地方消費税率の改定（５％→８％）に対応するため，市営駐車場の駐車料金のう

ち定期の料金について変更を行なうもの。 

なお，時間貸料金については，据え置くものとする。 

 

２ 変更の考え方 

  料金の変更にあたっては，国土交通省から示された「消費税率引上げに伴う料

金改定の取扱いについて※」を参考に，以下の考え方で変更額を算定する。 
※道路整備特別措置法に基づく自動車駐車場の料金に係る取り扱い 
 

(1) １ヶ月定期 

現行料金に 105 分の 108 を乗じて得た額について，10 円未満の端数を四捨五

入し，10 円単位とした料金とする。 
 

 【例】築港駐車場（現行料金：12,000 円） 

12,000 円×108/105 ＝ 12,342 円 

→ 10 円未満の端数を四捨五入し，12,340 円に変更 

 

(2) ３ヶ月定期 

(1)により算定した１ヶ月定期料金に３を乗じた上，５％を減じて得た額につい

て，10 円未満の端数を四捨五入し，10 円単位とした料金とする。 
 

 【例】築港駐車場（変更後の１ヶ月定期料金：12,340 円） 
12,340 円×３×95％ ＝ 35,169 円 

→ 10 円未満の端数を四捨五入し，35,170 円に変更 

 
＜参考：時間貸料金＞ 

   現行料金に 105 分の 108 を乗じて得た額について 10 円未満の端数を四捨五入

する基本的な考え方に沿って試算した結果，現行料金と同額となることから，

今回は料金を据え置くこととする。 

なお，今後の料金変更については，次回、消費税率が引き上げられる時点にお

いて，設定時間等を含め検討するものとする。 
 

  【例】築港駐車場（現行料金：100 円／30 分） 

100 円×108/105 ＝ 102.8 円 

→ 10 円未満の端数を四捨五入すると，現行料金と同額 
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３ 変更内容（案） 

（単位：円）

現行 改定（案） 現行 改定（案）

夜間 15,000 15,430 42,750 43,980

全日 24,000 24,690 68,400 70,370

昼間 7,000 7,200 19,950 20,520

夜間 6,000 6,170 17,100 17,580

全日 12,000 12,340 34,200 35,170

昼間 7,000 7,200 19,950 20,520

夜間 6,000 6,170 17,100 17,580

全日 12,000 12,340 34,200 35,170

昼間 17,000 17,490

夜間 12,000 12,340

全日 25,000 25,710

名称
時間貸料金
（改定なし）

定期料金

区分
１ヶ月定期 ３ヶ月定期

博多駅駐車場 150円／30分

築港駐車場 100円／30分

大橋駐車場 100円／30分

川端地下駐車場 150円／30分

 
 

 

４ 実施予定年月日 

  平成 26 年４月１日 
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福岡高速道路の料金の変更に関する同意について 

 
 本件は，福岡北九州高速道路公社から，同公社が徴収する福岡高速道路の料金を変更

することについて，道路整備特別措置法第 16 条第１項の規定により道路管理者の同意を

求められたもの。 
 
１ 変更理由 

  平成 26 年４月１日からの消費税率及び地方消費税率の改定（５％→８％）に対応す

るため，福岡高速道路の料金を変更する必要があるもの。 
 
２ 変更内容 

（変更前）               （変更後） 
 
 
 
 （変更の考え方） 

    通行料金の変更にあたっては，国土交通省から示された「消費税率引上げに伴

う料金改定の取扱いについて」を踏まえ，変更料金の算定を行う。 

    具体的には，現行料金に 105 分の 108 を乗じて得た額について，10 円未満の端

数を四捨五入し，10 円単位とした額に変更する。 

 

  ■普通車 

    現行料金  600 円×108/105≒ 617.14 円 

    → 10 円未満の端数を四捨五入し， 620 円に変更 

 

  ■大型車 

    現行料金 1,200 円×108/105≒1,234.28 円 

    → 10 円未満の端数を四捨五入し，1,230 円に変更 

 
 
３ 実施予定年月日 

 平成 26 年４月１日 
 
 

福岡高速道路の料金の変更に関する同意について 
 
 福岡北九州高速道路公社から，福岡高速道路の料金を変更することについて同意を求

められたが，本件については，同意するものとする。 
 

（単位：円）

車　種 普通車 大型車

料　金 600 1,200

（単位：円）

車　種 普通車 大型車

料　金 620 1,230
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（参考） 

福北企第 15 号 

平成 26 年２月４日 

福岡市長 髙 島   宗 一 郎 様 

福岡北九州高速道路公社 

理事長 山 中  義 之 

 

福岡高速道路の料金及び料金の徴収期間の変更同意申請について 

 

福岡高速道路の料金及び料金の徴収期間については，平成 24 年７月 10 日付国道高第

81 号をもって認可をいただいておりますが，その一部を下記のとおり変更したいので，

道路整備特別措置法(昭和 31 年法律第７号)第 16 条第１項の規定に基づき同意を求めま

す。 

 

記 

 

 

1 「２ 料金の額(３)」 を次のように改める。 

(３)  消費税等の取扱い及び料金の額の単位 

料金の額は，上記２(１) に定める料金に消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び

地方税法(昭和25年法律第226号)にて定める消費税額及び地方消費税相当額を加算

し，四捨五入により，10 円単位の端数処理を行うものとする。ただし，料金の額及

び下記３に掲げる割引後の料金の額については，事前に国土交通大臣に届出を行う

ことで，切り捨て又は切り上げにより，10 円単位の端数処理を行うことができる。 

 

（以下省略） 
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（参考）道路整備特別措置法（抜粋） 
 

（指定都市高速道路に係る料金及び料金の徴収期間の認可） 

第 13 条 地方道路公社は，前条第１項の許可(同条第６項の許可を含む。以下同じ。)を受け

て新設し，又は改築した指定都市高速道路について料金を徴収しようとするときは，あらか

じめ，国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも，同様

とする。 

２ 地方道路公社は，前項の認可を受けようとするときは，国土交通省令で定める書類を添付

して，次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

(1) 収支予算の明細 

(2) 料金 

(3) 料金の徴収期間 
 

（道路管理者の同意等） 

第 16 条 地方道路公社は，第 10 条第１項の許可，第 11 条第１項の許可(同条第４項の許可を

含む。以下同じ。)，第 12 条第１項の許可，第 13 条第１項の認可又は前条第１項の許可(同

条第４項の許可を含む。以下同じ。)を受けようとするときは，あらかじめ，当該許可又は

認可に係る道路の道路管理者（国土交通大臣である道路管理者を除く。）の同意を得なけれ

ばならない。 

２ 道路管理者は，前項の同意をしようとするとき（第 12 条第２項第２号の工事実施計画又

は第 13 条第２項第２号の料金若しくは同項第３号の料金の徴収期間について同意をしよう

とするときを除く。）は，あらかじめ，道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経な

ければならない。 
 

（参考）割引料金の改定について 

各種割引による料金については，以下のとおり改定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※曜日・時間帯，特定区間，路線バスはＥＴＣ利用車に限る 

車種区分
現　行
（円）

改定後
（円）

600 620

土 曜 日 570 580

日 祝 日 540 550

夜間早朝 540 550

通　  常 480 490

＋土 曜 日 460 460

＋日 祝 日 440 440

＋夜間早朝 440 440

通　  常 300 310

＋特定区間 240 250

1,200 1,230

土 曜 日 1,140 1,160

日 祝 日 1,080 1,100

夜間早朝 1,080 1,100

通　  常 960 980

＋土 曜 日 920 930

＋日 祝 日 870 880

＋夜間早朝 870 880

通　  常 600 620

＋特定区間 480 490

734 752

割引区分

曜 日 ・
時 間 帯

特定区間

障 害 者

特定区間

障 害 者

通　常

曜 日 ・
時 間 帯

通　常

路線バス

大型車

普通車
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―凡例―

1,000台未満

3,000台以上～4,000台未満
2,000台以上～3,000台未満
1,000台以上～2,000台未満

4,000台以上

- 18 -



- 19 -



―凡例―

80台未満

400台以上～600台未満
200台以上～400台未満
80台以上～200台未満

600台以上
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―凡例―

15件以上～20件未満
10件以上～15件未満

5件未満

20件以上

5件以上～10件未満
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